
亀山市手数料条例の一部改正について 

 

各種証明書交付等の手数料の一部について、第 2 次亀山市行財政改革大綱 前

期実施計画「取組 3  受益者負担の適正化」により、次のとおり見直します。 

 

◆改正の内容 

各種証明書の交付に係る経費や県内の交付手数料の額などを考慮し、受益

者負担の適正化の観点から、下記の料金に改正します。 

 

◎ 改正手数料 

手数料の種類 現行料金 改正料金 県内の状況 

住民票又は戸籍の附票の写しの交付 

200 円 300 円 

 

 

 

 

 

 

 

200 円～300 円 

 

300 円の自治体 

・いなべ市 

・鈴鹿市 

・伊賀市 

・名張市 

・志摩市 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧 

住民票記載事項証明書交付 

印鑑登録証の交付 

印鑑登録証明書の交付 

認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 

死体埋火葬許可証再交付 

身分に関する証明書交付 

固定資産課税台帳の閲覧 

公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付 

公簿、公文書又は図面の閲覧 

租税公課に関する証明書交付 

固定資産に関する証明書交付 

営業に関する証明書交付 

その他の証明手数料 

 

◎住民票、税証明関係の交付件数 
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【1件あたりの費用】 

手数料の種類 物件費 ＊ 人件費 ＊ 合計 

住民票又は戸籍の附票の写しの交付 

304 円 386 円 690 円 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧 

住民票記載事項証明書交付 

印鑑登録証の交付 

印鑑登録証明書の交付 

認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 727 円 26 円 753 円 

死体埋火葬許可証再交付 20 円 732 円 752 円 

身分に関する証明書交付 304 円 386 円 690 円 

固定資産課税台帳の閲覧 

154 円 694 円 848 円 

公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付 

公簿、公文書又は図面の閲覧 

租税公課に関する証明書交付 

固定資産に関する証明書交付 

営業に関する証明書交付 

その他の証明手数料 - - - 

耕作証明等発行手数料 ７９円 ２３１円 ３１０円 

市営住宅入居者の自家用車保管場所使用

承認証明書等手数料 
３３３円 ２６円 ３５９円 

救急搬送証明等手数料 ６６７円 ７７円 ７４４円 

※ 費用は、3ヵ年（平成24年度～平成26年度）の平均で算出しています。 

受益者負担の適正化に関する基準：手数料は受益者負担率原則100％となっ

ております。 

 

【歳入試算（平成 27 年度予算で比較）】 

住民票関係  試算額 13,197 千円－当初予算 8,798 千円＝4,399 千円（増加分） 

税証明関係  試算額 06,135 千円－当初予算 4,090 千円＝2,045 千円（増加分） 

 

 

◆施行日    平成28年4月1日施行とします。 

 


